






法的親子関係(ここでは実親子関係に限定する)については、「母子関係は、事実問題であ

るが、父子関係は意見の問題である」と言われてきたように、従来法的父子関係の確定が

最も困難な問題とされてきた。それは、生物学的父子関係の確定が技術的に困難であった

ことに由来する。そのため、わが国においては、法的父子関係は、生物学的父子関係とで

きるだけ一致するように、嫡出子推定制度と非嫡出子の認知制度を軸として、確定されて

きた。これに対して、母子関係については、嫡出子についても、「嫡出でない子は、その

父又は母がこれを認知することができる」(民法 779 条)と規定している非嫡出子について

も「原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生する」(最判昭 37.4.27

民集 16 巻 7号 1247頁)とし、分娩の事実によって、母子関係が当然発生するとしてきた。


